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大 沼 穣

要 旨

公益事業の民間開放 を進めてきたEU・ 欧州委員会 は、なぜ水道セクターに限って自

由化指令 を断念せ ざるをえなかったのであろうか。確かに途上 国インフラブームの終焉

によって、水道企業は先進国市場 を求めていた。 しか し西欧では水道公営 の伝統 を持つ

国kも 多 く自由化への抵抗 も強い。 またさまざまな民間的経営手法 も普及 し始めてお り、

さらには水道企業 自体が水道部門の比重 を低下 させ多角化 を進 めているな どの理 由によ

り、EU水 道セクターに強制的に競争 を導入す るか しないか、 とい う選択肢が水道企業

にとって重要性を失 っていった と考え られる。 しか し対外的にEUが 市場開放 を求め続

けていることには注意を要する。

キー ワ ー ド:欧 州 委 員会 、公 益事 業 、水 枠 組指 令、 多 角化 、PPP、PPI、SGI、SGEI

1.は じめ に

2000年 か ら2004年 にかけてEU水 道セクターは大 きな転換期 に直面 した。環境政策で

は2000年 に河川管理の改革 と言 うべ き 「水枠組指令」が実施 され、競争政策については

各国に任 されていた水道セクターへ の民間参入 を自由化すべ きか どうかが議論 された。

また2001年 前後 には給水人 口世界1位 ・2位 のフランス系水道企業が、財務状況悪化の

ため事業再構築 を迫 られた。そ してこの時期 は激減 した途上国向けインフラ投資の促進
1)

策が世界銀行 を中心 に行われ、また水資源への関心が高 まった時期で もある。本稿 は最

1)世 界 水 フ ォー ラ ムが 第1回(1997・ マ ラ ケ シ ュ)、 第2回(2000・ ハ ー グ)、 第3回(2003・ 京 都 ほ

か)と 行 わ れ てい る。
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近の研究 に依拠 しつつ、転換期のEUの 水道 自由化問題を世界経済 とい う枠組か ら捉 え

直そうとしている。

まず第2章 で途上 国進出の著 しかったEU水 道企業が、EUを 含む先進国重視 に転 じ

た背景を述べ る。第3章 ではそのEUで 水道 自由化指令が採択 されなかった事情 を明 ら

かにする。第4章 では多角化す るEU水 道企業 か ら見 たEU水 道市場の位置の変化 を明

らか にしてゆ く。

2.EU水 道企業の事業再構築

EU水 道 企 業 は1997・98年 を ピ ー ク とす る 途 上 国 で の 民 活 イ ン フ ラ プ ロ ジ ェ ク ト

(PrivateParticipationinInfrastructure,PPI)ブ ー ム で積極 的 な海外 展 開 を行 っ たが 、大

手2社 はそ れぞ れ の事情 か ら財 務状 況 が 悪化 し2001年 頃か ら事 業再構 築 を迫 られ る こ と
3)

となった。 まずEU水 道大手企業のここ10年 の変貌について見てお く。

4)

給水 人口世界1位 の フラ ンス企業、スエズ社 はフランスおよびベ ルギー を本拠 として

世界各地 に広範 な事業展 開を見せ、先進国では米ユナイテッ ド ・ウォーター ・リソーシ

ズ社 を買収(1999年)し 業容 を拡大 した。 また途上国への展 開も盛 んで、1993年5月 の

ブエ ノスアイ レス上下水道民営化、1997年8月 のマニラ上下水道民営化、1998年2月 の

ジャカル タ市水道公社の民営化 に参画 し、それぞれ30ヶ 年、25ヶ 年(マ ニ ラ西地区)、

25ヶ 年(ジ ャカル タ西地区)の コンセ ッション契約 を締結 した。

ところがブエ ノスアイレスではスエズ社が筆頭株主のアガス ・アルヘ ンチナスが01～

02年 のアルゼ ンチ ン経済危機で6億8900万 ドルの債務不履行 をきた し、またマニ ラでは

水道料金凍結問題でフィリピン政府 と対立 して03年7月 に契約 を打 ち切 り撤退、 ジャカ

ル タでは1998年5月 の政変で協定破棄寸前 となった。

財務状態 も悪化 し2001年 には純債務(ネ ッ トデ ッ ト)が290億 ユー ロに達 し、2002年

の年次報告書では 「03・04年 アクションプラン」で海外で為替 リスクにさらされている

2)EUの 水 道 につ いて 先 行 す る研 究 と して は水 質 管 理 政 策 につ い てKissling-Nafetal.(2004)、 競 争 政

策 につ い てBalance&Taylor(2005)、 双 方 を視 野 に入 れ た もの と してHalleta1.(2004)が あ るが 、

前 二 者 は 各 国別 の 視 点 に 立 ち 、 後 者 は 両 政 策 の 併 記 に留 まっ て い る。 欧 州 委 員 会 の 委 託 研 究 プ ロ

ジ ェ ク ト 「Euromarket」(Fingeretal.2007)は2003年 か ら2005年 に か け て 欧州8ヶ 国 の 研 究 者 に

よ っ て行 わ れ 、EU上 下 水 道 の 自 由化 が もた らす今 後 の シ ナ リ オ を予 測 した 。 議 論 に用 い ら れ た資

料 もweb上 で公 表 さ れ て い るが 、 諸 分 野 の ア プ ロー チ を集 成 して お り有益 で あ る。

3)民 営 化 水 道 に よ る給 水 人 口3億2千 万 人 の8割 を フ ラ ン ス と ドイ ツの3社 が 占め て い る とい う。 フ

ラ ンス系2社 の 給 水 人 口 はそ れ ぞ れ1億 人 を越 え、RWEも5000～7000万 人 と推 定 され て い る。 後

に続 くベ ク テ ル ・ICL・ ユ ナ イ テ ッ ドユ ー テ ィ リテ ィー ズ 、 ブ イ グ、 ア ン グ リア ンな どは3社 に 比

べ て 規 模 が 小 さい 。

4)CompagniedeSuez社 と リ ヨ ネ ・デ ・ゾ ー社 の合 併(1997)に よっ て 成 立 した ス エ ズ リ ヨ ネ ・デ ・

ゾー 社 が 、2001年 更 に 改 称 した もの で あ る。
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資産(エ クスポージャー)の3分 の1を 売却す るとされた。 また02～03年 に組織再編が

行 われ、水 ・環境分野 はスエズ ・エ ンバ イロンメン ト部門(以 下環境部門 と記す)に 統

合 された。そ して2007年 スエズはGDF(フ ランス ・ガス公社)と 合併 を遂げている。

また水道を含む環境部 門の将来性 について、2004年 のスエズ社 アニュアル ・レポー ト

は次の ように述べ てい る。 「環境サー ビスの需要が高 まってい るが、 と りわけ欧州諸国

では環境基準が ます ます洗練 されて信頼 できるサー ビス を促進 している。公的支 出と公

共サー ビス料金 に向け られ る圧力 は とりわけPPP協 定の枠組 みの中で効率性 と新市場

へ それ らセ クターの民 間企業 を駆 り立 てつつあ る(SuezReferenceDocument2004:

65)。」 スエズ社 は 「水枠組指令(後 述)」 が創 出す る環境 ビジネスに着 目しているの

である。

ら　

給 水 人 口世界2位 の フ ラ ンス 企業 、 ヴ ィヴ ェ ンデ ィの水 道 ・環 境 部 門 は ヴ ィ ヴェ ン

デ ィ ・エ ンヴ ァイ ロ ンメ ン ト社(の ちヴ ェ オ リア ・エ ンヴ ァイ ロ ンメ ン ト社)で あ る。
s)

通 信部 門 はヴ ィ ヴェ ンデ ィ ・ユ ニバ ーサ ル社 で あ るが 、 総合 メ デ ィア企 業化 に失 敗 し、

2001年12月 期 決 算(2002.3.5)で 仏 企業 史 上最 大 と言 わ れ る136億 ユ ー ロの純 損 失(翌

年12月 期 決算 で は233億 ユ ー ロ に達 した)を 計 上 し、拡 大 した事 業 を清 算 し通 信 会社 に

戻 った。

ヴ ィヴ ェ ンデ ィ ・ユ ニバ ーサ ル の ヴ ェオ リア ・エ ンヴ ァイ ロ ンメ ン トに対 す る持株 比

率 は2002年 で40%あ った が 、 その 後2004年12月 に は5.3%ま で低 下 してい る。 ヴ ェオ リ

ア ・エ ン ヴ ァイ ロ ンメ ン ト社 は水 道 の ほ か に、 エ ネ ル ギ ー(Dalkia)、 廃 棄 物 処 理

(Onyx)、 輸 送(Connex)の4部 門 で構 成 され、 ワ ンス トップサ ー ビス の提 供 で きるマ

ル チユ ー テ ィ リテ ィ を志 向 して い る。 なお ヴ ェ オ リアの 途 上 国 で の プ ロ ジ ェ ク トの 中

断 ・中止 は、比 較 的少 なか った。

給水 人 口世界3位 の ドイツ企業 、RWEが 水道事 業 の多 国e化 を推 し進め たの は、2000

年 に イ ギ リス企 業 ・テ ム ズ ウ ォー ター を買 収 して 以 降 で あ る(UNCTAD2004:121～

122)。RWEの 行 ったM&A価 額 は141.53億 ドル に の ぼ り、88～03年 の 世 界水 道企 業

M&A価 額 の51%を 占め、 スエ ズ(34.74億 ドル で13%)や ヴェオ リア(4.6億 ドルで2%)
　　

に比べて急激 なM&Aに よる拡大ぶ りがわかる。 また途上国でのプロジェク ト中止 は少

5)1853年 に創 立 され た ジ ェ ネ ラル ・デ ・ゾー 社 が 起 源 で あ る 。1996年 に 就任 した メ シエ 社 長 の も とで

ヴ ィ ヴ ェ ンデ ィ と改 称(1998)。

6)イ ギ リス ・衛 星 放 送 のBskyB、 ア メ リ カ ・娯 楽 大 手 のユ ニ バ ー サ ル社 、 フ ラ ンス ・有 料 テ レビ の

カナ ル プ リュ ス を買 収 し、 放 送 ・通 信 ・音 楽 ・映画 な どの コ ング ロマ リ ッ ト化 を進 め た 。

7)2002年 に は イギ リス ・発 電 ・イ ノ ジー を買 収 、 ア メ リ カで も01～03年 に ア メ リ カ ン ウ ォー ター ワー

クス を買 収 して足 場 を築 い た 。持 株 会社RWEテ ム ズ ウ ォー ター の 傘 下 に イ ギ リス ・テ ム ズ ウ ォー

ター 、 ア メ リ カ ・ア メ リ カ ン ウ ォー ター が入 る構 造 とな っ て い る。
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なか っ た。 な お2006年 にRWEは 事 業 を電力 ・ガス に集 中す るた め、 オー ス トラ リア ・

マ コー リー銀 行 フ ァン ドとイ ギ リス ・テ ムズ ウ ォー ター売 却 で合 意 して い る。

それでは水道3社 とスエズ社 ・エ ネルギー部門の途上国インフラ投資は どの ように推

移 して きたのか、各年の投資額 とプロジェク ト件数 を世界銀行のPPIデ ータベースか ら

明 らか にしてゆ く。スエズ社 については多角化の推移 を示すため、主力のエネルギー一部

門と比較 している。PPIデ ー タベースはエネルギー一・水 道 ・輸送 ・通信の4部 門で 「新

規」 「売却」 「コンセ ッション」 「管理 ・リース契約」のいずれかの方法に よって途上国

でなされた民活プロジェク トをカバー している。なお 「管理 ・リース契約」の場合、投

資額 は記 されない。

表1-1EU水 道企業の途上国水道インフラ投資(1) (単位100万 ドル)

地域
EastAsiaand

Pacific

EuropeandCentral

Asia

企業 S/W S/E RWE VE S/W S/E RWE VE

投資

額

件

数

投資

額

件

数

投資

額

件

数

投資

額

件

数

投資

額

件

数

投資

額

件

数

投資

額

件

数

投資

額

件

数

1992 284 1

1993 141 1 1

1994 10.8 1 443.6 16 3

1995 150 1 206.1 1 170 2 3,175 z 141 1 18.5 1

1996 35.3 1 220 t 73 1 1 307.3 1 942 1 3.9 1

1997 4638 3 706 1 30 1 81.6 1 639.5 1 8t6 1 84 1

..; 356.5 3 357 2

1999 11.6 t 25 1 107.6 t 2 5.8 2

zOOO 33.1 2 370 1 32 3 98.4 2 82.4 1 1122 4

2001 228.5 3 38 2 i 298.7 1 i61 2

2002 213.6 4 466.9 3 360 1 42.5 1 53.3 1

2003 447 3 173.1

2004 31.5 2 18 1 73.98 4 2

2005 240.1 4 ro 3

2006 37.64 2 432.5 1 13.6 6

計 6171 25 i945.7 4 713 12 .. 17 199.18 12 1703.3 5 1365 4 1472.1 24

WorldBank,PPIdatabase

(注)対 象 エ リア の 詳 細 に つ い て は 同 デ ー タベ ー ス 参 照 。 ス エ ズ 社 水 道 部 門 はS/W、 ス エ

ズ 社 エ ネ ル ギ ー 部 門 はSIE、RWE社 水 道 部 門 はRWE、 ヴ ェオ リア ・エ ンバ イ ロ ン メ ン ト

社 水 道 部 門 はVE、 と略記 した。
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表1-2EU水 道企 業の途 上国水道 イ ンフラ投資(2) (単位100万 ドル)

地域
LatinAmericaandthe

Caribbean

MiddleEastandNorth

Africa

Sub‐Saharan

Africa

企業 S/W S/E RWE VE S/W S/E VE* VE S/W* S/E

投資

額

件

数

投資

額

件

数

投資

額

件

数

投資

額

件

数

投資

額

件

数

投資

額

件

数

件

数

投資

額

件

数
件数

投資

額

件

数

1992 104 1 t

1993 4000 1 89.5 1 7 1 z

1994 149 1 167.3 1 204.5 1

1995 1100 2 75.6 80 7 1

1996 36.4 r 576 1 26 2 1

1997 533.2 4 594.5 2 3048 f

..;
74 1 2124.6 4 65 1

1999 80 2 1133.6 i 269 1 70 1 1 183 1 11.9 1 65 1

2000 436.6 1 583.8 2 41 1 67.7 1

2001 198 271 1 3.4 2 1

Zoa2 165.2 1 1

2003 557.7 1 169 1

2004 315 1 205 i 1.2 549 1

2005 9.3 1 t

2006 fO7 1

計 6724 14 6681.8 15 saa 2 292.5 8 169 5 3984.5 3 z 15.3 3 5 132.7 4

WorldBank,PPIdatabase

(注)表1-1に 同 じ

*い ず れ も 「管 理 ・リー ス 契 約 」 の た め 投 資 額 記 載 せ ず

スエズ社 の途上国水道 インフラ投資で特徴的なのは2000～2001年 以降、エネルギー部

門が東 アジア ・太平洋、水 道部門が東欧 ・中央 アジアへ新規投 資を行ってお らず、その

後の投資 を水道部 門は東 アジア ・太平洋へ、エ ネルギー部門はラテンアメリカ ・カ リブ

に集約 していることである。 またヴェオ リア社 は近年東アジア ・太平洋、東欧 ・中央ア

ジアでの投資が 目立っ。

各社の途上国水道イ ンフラ投資について1995～2000年 の民活 ブーム期 と2001～04年 を

比較す ると、1年 あた りのプロジェク ト成約件数はあま り変わっていない(28件 か ら27

件)が 、年平均投資額 は42億 ドルか ら19億 ドルに減少 してお り、そのためプロジェク ト

1件 あた りの投資額は99年 の1.56億 ドルか ら04年 の5900万 ドルへ小規模化 している。水

道大手3社 には途上国か らの撤退傾向が見 られ、途上国水道企業が勃興がそれを埋め合
8)

わせ てい る。

8)拙 稿(2005)「 水 道 多 国 籍 企 業 の危 機 と再 生 一 世 界 銀 行 民 活(PPI)デ ー タベ ー ス を用 い た分 析一 」

『公 営 企 業 』37巻8号13～15ペ ー ジ。

一37一



大手前大学論集 第8号

さらにマ クロ的に見ればこの時期 は民活 ブーム(1995-2000)が 終焉 し、途上国向け

インフラ資金フローに変化が生 じていた。途上国の経済危機や現地政府 との摩擦 な どに

よってキャンセルや頓挫す るプロジェク トが増加、 このような投資環境問題の顕在化 に

よって途上国向けイ ンフラ民間資金フローは図に示す ように1997～1998年 の1200億 ドル

超 から2002～2003年 の600億 ドル台へ激減、世界銀行(IBRDとIDA)の イ ンフラ融資に

代表 される公的資金フロー も1993年 か ら2002年 にか けて半減 した。 この ような途上国向

けインフラ資金フローの枯渇に対 して ミレニアム ・サ ミット(2000)、 ヨハ ネスブルク ・

サ ミッ ト(2002)、 世銀 ・インフラアクシ ョンプラン(2003)、 などで国際協力体制の立
9?

て直 しが図 られてゆ くのである。

図 途上国民活インフラ投資の推移

(単位10億USド ル!2006年)

1+エ ネルギー →≡←通信+輪 送 一←一上下水遵 一 合計1

出 典WorldBank,PPIdatabase

3.EU水 道 政策 の動揺

3-1EUの 公 益事 業 自由化 の現 状

「Euromarket」 報 告書(FingeretaL2007:70-72)に よれ ば、 「自由化 」 とは在 来事

業 者 に よる公 共 サ ー ビス の独 占 に競 争 が 導入 され るプ ロセ スの こ とで あ り、具 体 的 には

下記 の4つ の方 法が あ る。

まず 「市 場 に お け る競 争 」 と は、 ネ ッ トワー クへ の 第三 者 ア クセ ス(ThirdParty

9)同 上 、12ペ ー ジ 。
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Access,TPA)を 可能にす るために、 ネッ トワー クを構成要素別あ るいは地域別 に分離

(ア ンバ ン ドル)を 行 い、ボ トルネック部分 については託送(commoncarriage)を 行 う。

電力 ・ガス に見 られる手法であるが、EUの 水 道セクターで はイギ リスで行われている

のみである。次に 「市場 に対す る競争」 とは自然独 占により市場へ全面的な競争が導入

で きない場合、 コ ンセ ッション ・リース(ア フェルマー一ジュ)・ サー ビス契約 によって

生ず る独 占的営業権(運 営権)に 対 して競争入札 を行 うものである。 フラ ンスで発達 し

たので フランス ・モデル とも言われる。応札する水道産業が寡 占状態 にある以上、競争

導入 にならないとの批判 もある。 「ヤー ドステ ィック競争」は異 なる地域の同業他社の

業績 を比較す るもので、EUの 水道セ クターではイギ リスでOFWAT(水 事業規制庁)

が行っているが、合併買収が進展 したため比較可能な企業数が減少 している とい う。そ

して 「私的供給」 は需要者の 自家供給 を認め ることであ る。
　の

さてEUの 公益事業 は1980年 代末 か ら次 々に 自由化 され て きた。 表3-1-1は
lI)

「Euromarket」 による欧州7力 国の公益事業の 自由化 の進展状況の評価である。水道セ

クターの 自由化 の度合いは公益事業の中では中位であ る。水道セ クターについて国別に

見るとフランス ・イギリス ・スペ インの自由化の度合いが大 きいが、他方で イタリア ・

スウェーデン ・スイスは殆 ど進展 していない と見 なされている。

表3-1-1EU公 益事業 自由化 の進展

通信 航空
二[ネルギ

ー
鉄道 郵政 水道

Germany H+ H+ M L M M

Spain H M M+ L H H

France H M L L L H+

Italy M H L L L L

Sweden H H H H H+ L

UK H+ H H+ H+ M H+

Switzerland H M L L L L

出 典Fingeretal.2007:62

10)公 益 事 業 各 分 野 の 自 由 化 指 令 は 下 記 の 通 り。 通 信 で は88/301/EEC、 鉄 道 で は89/552/EEC、 電 気 で

は96/62/EC、 郵 政 で は97/67/EC、 ガ ス で は98/30/EC、 航 空 で はCouncilRegulationsNo3975/87

and3976/870f140fDecember1987;RegulationsNo2344/90and2367/900fJuly1990;RegulationsNo

2407/92,2408/92and2409/920fAugust1992で あ っ た 。

zz>ス コ ア 化 して 順 位 を 試 算 す る と 、 国 別 で イ ギ リ ス ・ス ウ ェ ー デ ン ・ス ペ イ ン ・ ドイ ツ ・フ ラ ン ス ・

イ タ リ ア ・ス イ ス の 順 、 分 野 別 で 通 信 ・航 空 ・水 道 ・エ ネ ル ギ ー ・郵 政 ・鉄 道 の 順 に 並 ぶ 。
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表3-1-2EU各 国上水道の公営比率(単 位%)

1992 1996 2003

EU全 体 64 66 　

Belgium 95 95 95

Denmark 100 100 60

Germany 85 82 86

Spain 71 63 *52

France 25 25 21

Greece 10a goo goo

Ireland 100 100 90

Italy 96 96 *92

Luxembourg 100 100 100

Netherlands 100 100 100

Austria na 100 *82

Portugal 100 99 95

Finland na 90 90

Sweden na 98 90

UK 12 12 **

*… 上 下 水 道 合 計

**…England&WalesO%、Scotland98.5%、Northernlreland99%で あ る 。

出 典 付 表1a・1b(EUROMARKETFinalReportDeliverable2,Annex4,

pp.74-75)よ り 筆 者 計 算 。

イギ リス ・フ ラ ンスの水 道 は民 営 の典型 例 とされ るが 、EUで は まだ民 営 が主 流 とは

言 え ない。 表3-1-2で1996年 と2003年 を対 比 しなが ら水 道 の公営 比 率 を見 て ゆ くと、

イギ リス(0%)・ フ ラ ンス(21%)を 別 とす れ ば他 の8ヶ 国2地 域 は90%以 上 で あ る。

ギ リ シャ ・ル クセ ンブ ル ク ・オ ラ ンダは一 貫 して全 て公営 で あ る。 そ して北 アイ ル ラ ン

ド(99%)・ ス コ ッ トラ ン ド(98.5%)・ ベ ルギー(95%)が 続 く。 ポル トガル(95%)・

ア イル ラ ン ド(90%)・ ス ウ ェー デ ン(90%)は 漸減 、 デ ンマー ク(60%)は 大 幅 に減

少 した。 反対 に ドイ ツ(86%)は 公 営 が漸 増 してい る。

3-2「 水枠組指令」(2000)と 環境問題の浮上

ここでは環境政策 に対す るEU水 道企業の対応 を見てお く。EUで はこれ まで水 に関

す る立法措置が2波 にわたって行われて きた。第1波(1977～88)は 水質の改善、第2

波(1988～96)は 排 出制 限をめざす ものであった。 ところがそれぞれの立法が水域(飲

料水、地表水、地下水)や 境界(行 政区界、国境)で 分断 され る弊害 や、環境質基準
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(EnvironmentalQualityStandards,EQS)と 排 出 限界 値(EmissionLimitValues,ELVs)

の両 ア プ ローチ の調 和 の必 要 も生 じてい た。 水道 企 業 を含 む様 々 な利 害が 対立 して紛 糾
12)

したが、2000年12月22日 に 「水枠組指令」が発効 した。

カイカとページ(Page&Kaika2003:330-333)に よれば、水枠組指令の刷新性 とし

て①水域毎 の政策 を調整 した水マネジメ ン ト戦略、②水文学的な境界(河 川流域 区)に

基づ く流域管理、③環境質基準 と排 出限界値の組合せ アプローチ、④EU規 模の環境計

画に数量 的要素の組込み、⑤ 「良好な水の状態」 の再定義 と有害物 質 リス トの見直 し、
13)

⑥水の価格へ の費用 回収原則の導入、⑦政策決定に民間参加 を促進、以上7つ が挙げ ら

れる。 この ように して2015年 を指令の実行期限 としてEU域 内の水環境の改善が図 られ

ることとなった。

水枠組指令発効 を難航 させた3つ の論点 は① フル コス ト価格設定、②優 先有害物質の

指定、③ 指令の実行期 限、であった。水道産業 は規制 によって水質の浄化が進めば浄水

コス トが低下するとして① フルコス ト価格設定 を強 く支持、② ・③ については中立的で

あった。

3-3水 道 自由化 をめ ぐ る論議(2003-2004)

2003-2004年 に は水 道 自由化へ の動 きが活 発 化 した。EUで は公 益事 業 はEC条 約16

条 ・86条 の 「一般 的 経済 利益 のサ ー ビス(Servicesofgeneraleconomicinterest,SGEI)」
14)

に相当 しEU競 争法の適用 を受ける。公益事業 には1988年 か ら次 々に自由化指令が課せ

られて きたが、義務教育 ・社会保 障などの非市場サービスは経済活動ではないとされ、

EU競 争法が適用 され ない。水道はこのような 「一・般 的利益のサー ビス(Servicesofgen-

eralinterest,SGI)」 とされて きた。

ところが欧州委員会 は水道 自由化 を積極的に推進 し、「官民パー トナーシップ 成功の
15)16)

た め の ガ イ ドライ ン(2003)」 ・「域 内市場 戦略(2003)」 ・SGIに つ い て共 同体 権 限 を強

12)正 式 名称 は 参 考文 献 表 のDirective2000/60/EC参 照 。

13)関 連 条 文 は下 記 の通 り。 「第9条 水 サ ー ビス の 費用 回 収1.構 成 国 は 、 附 属 書 に従 っ て 行 わ れ

る経 済 的 分析 に 関 して 、 また特 に汚 染 者 負 担 原 則 に従 っ て、 環 境 上 お よ び資 源 上 の 費用 を含 む、 水

サ ー ビス の 費用 回収 の原 則 を 考慮 す る もの とす る。 構 成 国 は2010年 ま で に、 一 水 の 価 格 設 定 につ い

て の政 策 が、 水 資源 が 効 率 的 に利 用 さ れ る よ う、 利 用 者 に対 し適 当 な イ ンセ ンテ ィ ブ を提 供 す る こ

と、 従 っ て、 こ の指 令 の環 境 目標 に貢 献 す る こ と、 一 少 な く とも産 業 、 家 庭 、 そ して農 業 に分 類 さ

れ る異 な る水 利 用 が 、 附属 書 」に 従 っ て行 わ れ る経 済 的 分 析 に 基 づ き、 ま た汚 染 者 負 担 原 則 を考 慮

して、 水 サ ー ビス の 費用 回収 に適 当 な貢 献 をす る こ と を確 保 す る もの とす る。 そ の 際 構成 国 は、 影

響 を受 け る地 域 の地 理 学 的お よ び気 候 的 条 件 に加 え、 回収 の 社 会 的 、 環 境 的 、 そ して 経 済 的 影 響 を

考 慮 す る こ とが で き る。」 藤 堂 ・佐 藤 訳(2002)

14)EUに お け るSGEIとSGIを め ぐる 議 論 につ い て は青 柳(2006)参 照 。2003年 以 前 の 経 緯 につ い て

はCEC(1996)・CEC(2000)・CEC(2001)参 照 。

15)EuropeanCommissionDGRegionalPolicy(2003)

16)CEC(2003a)
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めSGEIに つ いて分野横 断的 な枠 組立法 を目指 した 「一般的利益 のグリー ンペーパー
17)18)

(2003)」 ・「一般 的利 益 の ホ ワ イ トペ ーパ ー(2004)」 を公 表 して、 水 道 はSGIで は な く

SGEIに 属 す る もの と解 釈 を変 えて い った。

欧州委員会側で も水道 自由化への考 え方は1つ ではなかった。欧州委員会の域内市場

担 当委員ボルケスタインは水道 自由化 について積極的であ り、下記の ように主張する。

(Bolkestein2004)o

第一に給水品質の多様化が必要である。高品質の水が多 目的に使用 されす ぎてお り需

要 と供給がマ ッチ していない。

第二 にネ ッ トワー ク間の競争が必要である。隣接す る配水 ネッ トワークか らも自由に

選べるようにすべ きである。

第三 に技術革新 によ り産業が変化 してゆ く。膜技術の発展 は分散化 された小規模 な水

道か らの自家供給を可能にす る。
19)

第四にフランス的なコンセッシ ョンによる競争が有効である。

欧州委員会競争総局のジーはボルケス タインとは異な り自由化 には慎重である(Gee

2004)。 水道セクターの自由化 は他の ネッ トワー ク産業 と同 じ便益 をもたらさない。 と

りわけTPAは 品質基準や責任問題へ の懸念を高め る(ibid:38-39)。 事業者 の独 占権

の範囲 と期 間を最小限に制限 して残 りは競争にゆだね、ベ ンチマー クによる市場 の透明

化 を図ることが重要である。水道セクターには 自由化 よ りもまず は近代化 をなすべ きで

ある(ibid:40)

水道産業の側の見解 はどの ような ものだろうか。オランダの水道企業CIOでEUREAU

(欧州各国水道事業者連合)第3委 員長の ヨンカーは 自由化 一・辺倒で はな く次の ように

述べている σonker2005)。

水道サービスに対す る単一セクター指令(自 由化指令)は 不要である。水道サー ビス

に必要 なのは 自由化 ではな く近代化 である。EUの 行 うべ き近代化支援 とは①結束基金

②水枠組指令③研究開発④法的確実性⑤ベス トプラクテ ィス ・技術 革新の共有である。

リスボ ン戦略 の再 出発 を図 り、 関連す る多数の総局(企 業総局 ・環境総局 ・競争総

局 ・域内市場総局 ・研究総局 ・地域政策総局)は 連携 し、 と りわけ企業総局 と環境総局

17)CEC(2003b)

18)CEC(2004a)

19)Fletcher(2004)は 第 四 につ い て、 大 手2～3社 の 応 札 に依 存 す る フ ラ ンス モ デ ル へ の 懐 疑 を コ メ

ン トして い る。

一42一



EU水 道自由化問題の行方

が先頭 に立 って水道サービスの近代化 の調整 を行 うべ きである。DG各 局 と加盟諸 国の

政策調整 も急務である。

結局 欧州議会 は欧州委員会 の提 案す る上下水 道の 自由化 に反対 し(2004/1/14・

2004/3/11)、2004年 末 に予定 された欧州委員会のコ ミュニケの公表 も延期 された まま

となってお り、欧州委員会 は水 道へ の競争法適用 を断念 した と言 われている(Local

GovernmentNetwork2005:96)o

なおサ ービス自由化につ いてのボルケス タイ ン指令案(2004.1)は 修正の上2006年12

月に可決、2009年 か ら実施 に移 される。すでに 自由化 された分野に残 っている規制の撤

廃 を意図 した もので、公益事業では民営化 された郵便 ・電力 ・ガスな どが含 まれ る。

EC条 約の別条項で定 める運輸 ・金融や、 自由化 されていない公益事業は対象 とならず

水道は除外 されている。

4.EU水 道企 業 とPPPの 広 が り

水 道 セ ク ター の 自由化 は なお 別 の 形 で模 索 され て い る。EUレ ベ ルで の 官 民 パ ー ト

ナ ー シ ップ(Public-PrivatePartnerships,PPP)の 促 進 の ため 、 欧州委 員会 は2004年4月

30日 「PPPと 公 的調 達 ・コ ンセ ッ シ ョ ンにつ い ての共 同体 法 に関す るグ リー ンペ ーパ ー
20)

(2004)」 を刊行 した。PPPの 定義は一様ではないが、EIB(欧 州投 資銀行)は 官 と民が
21)

リス クを長期 間分 担 し合 う形態 の民 間関与 としてい る。

EUで のPPPの 概 況 は どの よ うな もの で あろ うか 。EU全 域 を カバ ー す るPPPの デー

タベ ー ス が 存 在 し ない た め 、 統 計 的 に 明 らか に す るの は難 しい が 、 概 況 につ い て は

Blanc-s1"ら(2007)やEIB(2004)、 東 欧 につ いて は世界 銀 行 のPPIデ ー タベー スが
22)

手 が か りにな る。Blanc-Brudeら(2007)の 推計 に よれ ば、1990-2006年 のPPPの プ ロ

ジ ェク ト件 数 は合 計1066件 、 プ ロジ ェ ク ト価 額(残 高)は 合計1947億 ユ ー ロ とな って い

る(表4-1)。

国 別 内訳 を見 る と(表4-2)、 件 数ベ ー ス で は英 国(76.2%)が 最 多 で、 ス ペ イ ン

(8.6%)が そ れ に次 ぎ、 あ とは フラ ンス ・ドイ ツ ・ポル トガル ・イ タ リアが2%台 であ

る。残 高 ベー スで は英 国(57.7%)が 最多 で、 スペ イ ン(12.8%)・ ポル トガル(5.8%)

が それ に次 ぎ、 フ ラ ンス ・ギ リ シャ ・イ タリアの3%台 、 ドイ ツ ・ハ ンガ リー の2%台

20)CEC{2004b)

21}EIB(2004:2),Blanc-Brudeetal.{2007:4)

22)EIB(2004)のPPP推 計 に は電 力 ・ガ スが 含 まれ て い ない の に対 し、 世 界 銀 行 のPPIデ ー タベ ース

は こ れ らを含 むが 庁 舎 管 理 等 の所 謂PFIを 含 ん で い な い。
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23)

が続 く。セ クター別内訳 は断片的に しか知ることがで きない。

EIB(2004:14)はEU加 盟 国お よび加盟候補 国につ いて各国別 ・各セ クター別の

PPPの 普及状況の評価 を試みている。それをスコア化 して大 まかな傾 向を見たものが付

表3で あ る。セクター別でPPPが 最 も普及 してい るのは道路 ・橋梁であ り、上下水道

がそれに次 ぎ、近郊鉄道 ・医療 と病院、空港が続 く。全分野で も上下水道分野で もイギ

リス とフランスが最 も普及 していると評価 されている。

表4-2で はPPPに つ いての幾つかの各国別 デー タを一覧 に した。但 し西欧では法

制度の相違 もあ ってPPPの 普及の度合 はまちまちで ある。 た とえばベネルクス3国 と

北欧は公営水道の伝統が強 くPPPも 進展 していない。 ところが イ ンフラ整備の遅れた

東欧では道路 ・橋梁 と並 んで上下水道でのPPPが 普及 してお り、 とりわけチ ェコ ・ブ

ルガリア ・スロベニアにおいては、 まず上下水道でのPPPか ら着手 されている状況で

あることがわか る(詳 細 は付表2)。

表4-1EUのPPP推 移(1990～2006)

(価額 の 単位 百 万ユー ロ)

件数 価額

1990 2 1386.6

1991 3 81.4

1992 4 614.5

1993 1 454.0

1994 2 268.1

1995 15 3277.0

1996 31 8420.1

1997 42 5268.5

1998 79 19965.8

1999 86 9707.8

2000 106 15746.3

2001 83 15219.2

2002 89 20521.1

2003 99 18461.3

2004 135 18124.5

2005 137 28768.1

2006 152 28427.2

合計 1066 194711.6

Blanc-Brudee七a1.(2007:9)

23)英 国 だ け を 見 る と輸 送 ・庁 舎 ・学校 ・病 院 の 割 合 が 多 く、 と りわ け 輸 送 は件 数 に対 して価 額 が 大 き

い 。 英 国 以外 に つ い て そ の 内 訳 を見 る と輸 送 が圧 倒 的(件 数60%・ 残 高84%)で あ り、 公 共 サ ー ビ

ス が そ れ に 次 ぐ。Maystadt(2005)に よれ ば 、 英 国 の1987年 ～2004年 の セ ク ター 別 内 訳 は ロ ン ドン

地 下 鉄(37%)、 医 療(11%)、 防 衛(9%)、 そ の他 輸 送(8%)、 警 察 ・刑 務 所(7%)で あ っ た。

英 国外 に つ い て は 詳細 は判 明 しな いが 輸 送 、 上 下 水 道 、 防衛 、 教 育 、 病 院 な どが 多 い 。
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表4-2欧 州地 域 にお けるPPPの 発 展

PPP分 布

(1990^・2006)

(%)

PPP進 展 状 況

(zaoa)

G)は45段 階 、(2)は5段 階評

価

上 水道経 営形 態

(2003)

(%)

国名 件数 価額
(1)PPP

全 体

(2)上下

水道

公営 ・民

間委託
民営

UK 76.2 57.7 45 5 0 100

Ireland 0.7 0.7 19 4 0 1a

France 2.8 3.9 29 5 79 0

Belgium 0.7 1.1 11 2 5 0

Netherlands 1 1.7 16 3 0 0

Luxembourg 一 一 1 一 0 0

Germany 2.4 2.9 22 4 14 0

Austria 0.2 o.s 11 1 *5 *0

Italy z.y 3.7 19 2 na na

Portugal 2.3 5.8 1s 3 5 0

Spain 8.6 12.8 22 3 *11 *36

Greece 0.6 3.9 9 一 0 0

Norway 一 一 10 一 一 一

Sweden 0.1 o.z 4 一 a 10

Finland 0.2 0.2 9 1 0 10

Denmark 0 0 10 一 0 40

Estonia 一 一 3 一 一 一

Latvia 0.1 0 2 一 一 一

Lithuania 一 一 1 一 一 一

Poland 0.4 0.9 11 2 一 一

Czech

Republic
o.z 0.4 11 3

　

一

Slovakia o.i 0 3 1 一 一

Hungary o.s 2.7 15 3 一 一

Bulgaria 一 一 5 3 一 一

Romania 0.3 0.1 9 3 一 一

Slovenia ai 0 3 3 一 一

Cyprus 0.3 0.4 8 2 一 一

Malta ai 0.1 3 一 一 一

Turkey 一 一 9 3 一 一

PPP分 布 …Blanc・Brudeetal.(2007:8)

PPP進 展 状 況 … 付 表3、EDB(2004)

水 道 経 営 形 態 … 付 表lb、EUROMARKET(2003)

*は 上 下 水 道 合 計
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5.多 角化 す るEU水 道企 業

水道大手3社 にとってEU水 道市場は どのような重要性 を持つのだろうか。大手3社

のアニュアルレポー トか ら得 られるセグメン ト情報の うち売上高の推移 を一瞥 してお く。

まずスエズ社の年次報告書に掲載 されている、地域別 と事業別の売上高の推移 を辿っ

て見 よう(表5-1a,b)。

表5-1aス エズ社売上高推移 地域別 と事業別(1) (単位 百 万ユ ー ロ)

地域別 事業別

売上高

先進国

(フ ラ ン

ス) 途上国(注)

エネルギ

ー

部門

水道 ・環

境

部門

1998 27678.7 11758.3 3681.8 13573.2 8870 31360.5

1999 26940.7 10513 4521.2 14366.1 10499.6 31461.9

2000 29618.1 8688.4 4998.9 19585.8 14385.8 34617

2001 36558.4 8985.7 :11S 26373.9 15374.3 42359.2

2002 35882.5 9542.4 4901.4 24242.3 15897.4 40783.9

2003 35491.7 9750.5 4130.1 26634.6 12309.7 39621.8

2004 36304.7 …L: 4434.7 29333.6 11405.8 40739.4

*2004 33722.8 8576.6 4334.9 27571.7 10543.6 38057.7

2005 36705.4 9719.7 4783.5 30452.8 11091.5 If .9

2006 39590.5
..1

.1. 4698.6 32968:3 11433.5 44289.2

(注)南 米 ・アジア ・オセアニア ・アフリカ ・中東

*は 修正後の数値で修正前 との乖離を示すため並記 した

出典 スエズ社 ・アニュアル レポー トよ り筆者作成

46



EU水 道自由化問題の行方

表5-lbス エズ社売上高推移 地域別 と事業別(2)

(単位%)

地域別 事業別

計先進国 (フランス) 途上国(注1) エネルギー

部門

水道・環境

部門(注2)

1998 .. 37.5 11.7 43.3 28.3 100

1999 85.6 33.4 14.4 45.7 33.4 100

2000 85.6 25.1 14.4 56.6 41.6 100

zoos 86.3 21.2 13.7 62.3 36.3 goo

2002 88 23.4 12 59.4 39 goo

2003 :'・ 24.6 10.4 67.2 31.1 100

2004 89.1 23.2 10.9 72 28 100

(注3)2004
..

22.5 11.4 72.4 27.7 goo

2005 ..

23.4 11.5 73.4 26.7 fOO

Zoos ・.,

24.4 10.6 74.4 25.8 100

(注1)南 米 ・アジア ・オセアニア ・アフ リカ ・中東

(注2)水 道事業 ・廃棄物処理事業の合計

(注3)2006年 に下方修正されたもの。

出典 表2・1aに 同じ

スエズ社 は2006年 の売上高が442,9億 ユーロで、地域別では先進国市場、事業別では

エネルギー市場の比率が高い。

地域 別 に見 る と欧州が8割 、北米が1割 の売上である。98年 の先進国88.3%、 途上 国

11.7%か ら、99～00年 にはそれぞれ85.6%、14.4%、 と途上国市場の比率が上昇 したが、

03～04年 にはそれぞれ89%、10%と な り先進国市場 の比率が再 び高 まっている。 この よ

うに2000年 前後には途上国での水道事業が拡大 していたが、その後途上国各地か ら撤退、

エネルギーは中南米、水道は東 アジアと立地を集約 した結果、2003年 頃に売上高に占め

る途上 国比率が最少になった と推測 される。

事業別にみ ると98年 のエネルギー43.3%、 環境28%か ら、環境が42%(2000年)に ま

で増大 したが、04年 になるとエ ネルギー部門の比率が7割 に上昇する一方で、環境部門

(水道事業 と廃棄物処理事業)は 合計28%に 過 ぎず、 しか も廃棄物処理事業が伸長 して

いるため水道事業の割合 は更に低 い。スエズ社の実像 はエネルギー企業であ り水道は補

完的な事業分野 と言える。

ヴェオリア社 の年次報告書か らは地域 と部門で クロス集計 した売上高 を知 ることがで

きるので推移 を辿 って見 よう(表5-2)。
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表5・2ヴ ェオ リア社売上高推移 (単位%売 上高は百万ユーロ)

地域/
ヨー ロツパ

北米・南
その他 (フランス) 計 売上高

事業部門 米

... 水道 !. 2.8 2.9 33.5 44.2

廃棄物 17.4 o.s 1 12.1 19

エネル ギー 17.7 0 0.2 11.5 17.9

輸送 13.3 0 0 3.9 13.4

FCC(注) 5.5 0 0 Q 5.5

計 92.5 3.4 4.1 61 100 15283.7

zOOO 水道 29.9 13.9 4.8 2t8 48.5

廃棄物 12.9 4.5 2.5 8.9 19.9

エネルギー 12.1 0 0.1 7.7 12.2

輸送 7.3 0 0.5 3.5 11.6

FCC 6.9 0 0.9 0 7.9

計 72.7
.,

8.8 41.8 100 26393.7

2002 水道 2s.2 12.3 3.7 20.6 44.2

廃棄物 13.3 5.3 1.7 8.3 20.3

エネル ギー 15 0 0.3 10 i5.3

輸送 iO.6 0.3 0.3 4.3 11.3

FCC 8.3 0.7 0 0 9

計 75.4 18.6 6 43.2 Sao 30078.7

2004 水道 32.8 2.3 4.7 24.7 39.7

廃棄物 17.7 5.4 2.1 11.4 25.2

エネルギー 20.1 0.2 0.1 12.5 20.4

輸送 12.4 1.1 1.1 5.9 14.6

計 83 9 8 54.5 100 24673.3

2006 水道 27.7 2.7 4.9 16.8 35.2

廃棄物 18.2 5.5 2.3 10.9 26.1

エネルギー 20.E 0.5 0.2 12.4 21.4

輸送 13.4 2.4 1.5 6.8 17.3

計 II1 11.1 8.9 46.8 100.0 28620.4

(注)ヴ ェオ リアが出資するスペ インの建設会社で、2004年 売却 された。

出典 ヴェオ リア社 ・アニ ュアル レポー トよ り筆者作成
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ヴェオ リアの水道部門の売上高は100.9億 ユーロで、総売上高286.2億 ユ ーロの35%を

占める。総売上高を地域別 に見 ると欧州が8割 、米州(北 米 ・南米)が1割 強である。

売上高の推移 を見ると、地域別 には98年 に欧州g3%・ 米州3%で あったが、00年 までに

欧州は73%ま で低下 しフランスの売上 も最小 とな り、Ol年 に米州 は21%ま で増大 した。

クロス した表か ら00年 ～02年 の米州 シフ トをもた らしたものは当地での水道部門の売上

の急拡大であったことがわかる。04年 になると欧州は83%と 回復、米州は9%に 低下 し

てお り、欧州の比重が回復傾 向にある。

事業別には水道部門は90年 代末の約5割 か ら漸減、その分廃棄物処理 ・エ ネルギー ・

輸送の3部 門が伸長 してリスクを分散す る構 図 となっている。途上国では2002年 以降、

東アジアで水道民活プロジェク トが増加 している。水道 自由化の進捗 の遅い西欧では上

記3部 門が積極 的な展 開を行 ってい るが、東欧では水道への参入が 目立っている。

表5・3aテ ムズ社売上高推移(1) (単位 百 万ユ ーロ)

2000/01 zoos 2002 2003 200a 2005

英国 1279 2046 1719 1603 1680 1905

米国 204 358 411 1914 1801 1799

他(注) 207 342 720 732
.,

5as

計 1690 2746 2850 4249 4065 4210

(注)ド イ ツほか ヨー ロッパ諸国とアジア ・太 平洋諸国

表5・3bテ ムズ社売上高推移(2) (単位%)

2000/01 2001 2002 2003 2004 2005

英国 75.7 74.5 60.3 37.7 41.3 45.2

米国 12.1 13 14.4 45 44.3 42.7

他(注) 12.2 12.5 25.3 17.2 14.4 12

計 100 100 100 100 100 10a

(注)表5'3aに 同じ

出典RWEテ ムズ社 ・アニュアル レポー ト

RWE社 につ い て は売上 分 布 も大 き く変 わ っ た(表5-3a,b)。 と りわ け米 で ア メ リ

カ ンウ ォー ター ワー クス を買収 し売 上 が4.ll億 ユ ー ロ(2002年)か ら19.14億 ユ ー ロ

(2003年)と5倍 に激 増 した結 果 、02年 の 英60.3%、 米14.4%か ら03年 の英37.7%、 米

45%へ と比 重 が逆 転 した。2002年 に は米英 以外 で の売 上高 と世 界 売上 シェ ア も倍 増 して

いる。

スエズ社 はエネルギー企業 としての特色 を鮮明に してお り、アニュアル レポー トか ら
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は水道関連事業は総売上高(2006年)の2割 を切 った と推定 され、同 じ環境部門で も廃

棄物事業の伸 長が著 しい。 ヴェオリア社 も売上高に占める水道事業の シェアが激減、廃

棄物処理 ・エネルギー ・輸送の3部 門が伸長 している。西欧ではこの3部 門の新規進出

が多 く、イ ンフラ整備 の遅れた東欧で水道の参入が 目立 っている。なおRWE社 は水道

事業か ら撤退 して しまった。 この ように業容の変化を進める各社 にとってEU水 道市場

の 自由化 は副次的な意味 しか持たな くなっていたのである。

6.小 括

欧州委員会はEU水 道セクターへ競争の導入 を図ったが、委員会 にもイギ リス ・モデ

ル(TPA)よ りフランス ・モデル(コ ンセ ッション)や ヤー ドスティック競争の方が容

易である とい う見解や、「自由化」 よ りも 「近代化」が重要であるという見解があった。

水道企業の側 もEUREAUの ヨンカーの ようにEU水 道企業 は必ず しも自由化 にこだ

わらない姿勢 を見せていたが、それは多角化 を進め るEU水 道企業の業容変化一水道事

業の比重 の低 下 を反映 した ものであ った。 しか しEUに おいて水 道事業 の 自由化 は

PPPの 可能性 として追求 されてお り、EU水 道企業 は足並の揃 わない西欧諸国よ りもイ

ンフラ整備 を急 ピ ッチで進めている東欧諸国に、水道の ビジネスチ ャンスを求めて展 開

を続 けている。

さらにEU水 道企業 はWTOサ ー ビス貿易一般協 定(GATS)交 渉 において水道事業
　の

の市場開放 を要求 してい るとい う。

欧州水道企業 と各国政府、EU当 局の動向だけでな く、国際力学、す なわち水資源 を

め ぐるNGOの 動 きやWTOサ ー ビス貿易 自由化 交渉 まで視野 に入れた重層 的な分析が

必要 とされている。
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付表1aEU各 国の水道 経営 形態(1992・1996年 の給 水人 口比率)(単 位%)

1992 1996

国名
公 営 ・

直 轄

公営・

公企業

委託

公営・

民間委託
民営

公営 ・

直轄

公営・

公企業

委託

公営・

民間委託
民営

Belgium 5 sa 5 0 5 90 5 0

Denmark 67 33 0 0 67 33 a 0

Germany 35 50 15 0 27 55 18 0

Spain 48 23 29 0 39 24 37 0

France 23 2 75 0 23 2 75 0

Greece 61 39 0 0 61 39 0 0

Ireland 100 0 0 0 100 0 0 0

Italy 72 24 4 0 72 24 4 0

Luxembourg goo 0 0 0 yoo 0 0 0

Netherlands 15 83 0 0 6 94 0 0

Austria X 90 10 0 0

Portugal 92 8 0 0 93 6 1 0

Finland X 90 0 10 0

Sweden X 98 0 z 0

England&Wales

3(UK) 9(UK) 0(UK) 88(UK) 3(UK) 9(UK) 0(UK) 88(UK)Scotland

NothernIreland

Switzerland NotincludedinEUREAUstudies

EU 37 27 zy 16 37 29 21 14

出 典 …EUROMARKET,FinalReportDeliverable2,Annex4,pp.74-75

一52一



EU水 道自由化問題の行方

付表lbEU各 国の水道経営形態、(2003年 の給水人口比)(単 位%)

上水道 下水道 上水道 下水道 上水道 下水道 上水道 下水道

国名
公営 ・

直轄

公営・

直轄

公営・

公企業

委託

公営 ・

公企 業

委託

公営 ・

民間

委託

公営 ・

民間

委託

民営 民営

Belgium 10 (100) 85 {100) 5 0 0 0

Denmark 60 goo 0 0 0 0 40 0

Germany 1 70 85 15 14 0 0 Q

Spain 45 7 11 36

France 21 47 0 0 79 53 0 0

Greece 20 20 80 80 0 0 0 0

Ireland 90 65 0 0 0 0 io 33

Italy 50 50 42 42

luxembourg 100 100 0 0 0 0 0 0

Netherlands 6 (100) 94 (100) 0 0 0 0

Austria 82 5 0

Portugal 50 72 45 23 5 5 0 0

Finland 90 $1 0 0 a 0 10 19

Sweden 90 90 0 a a 0 10 10

England&Wales 0 0 0 a a 0 100 7ao

Scotland 0 0 .; 93 d 0 1.5 7

NothernIreland 99 83 0 0 a 0 1 17

Switzerland

EU 99 99 0 0 a 0 1 1

出 典 …EUROMARKET,FinalReportDeliverable2,Annex4,pp,74・75

注 記 …()は 同 一 国 内 で 両 者 の 合 算 を 示 す
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付表2

大手前大学論集 第8号

欧州各国のPPPの 分野別進展状況(5段 階評価)

国名
■

道路・橋

梁
上下水道 近郊鉄道

医療・病

院
空港 学校

UK 5 5 5 5 5 5

France 5 5 5 2 2 1

Germany 3 4 3 1 1 3

Spain 5 3 3 2 1 1

Ireland 4 4 2 2 3

Italy 4 2 3 3 z

Netherlands 3 3 1 2

Portugal 5 3 3 z 1 1

Hungary 3 3 1 2 3

Austria z 1 2 1 1

Belgium 2 2 1 2 1

CzechRepublic 2 3 1 1 1 1

Poland z 2 1 1

Denmark 2 2

Norway 3 2 2

Cyprus 2 2 3

Finland 2 1 1 1 z
■

Greece 3 5
■

Romania 3 3 2

Turkey 1 3 1 3

Bulgaria 1 3 1

Sweden 1 1 1

Estonia 1 1 1

Malta 2

Slovakia 1 1 1

Slovenia 3

Latvia 1

Lithuania 1

Luxembourg 1

計 66 56 32 32 31 29
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EU水 道 自由化問題の行方

付表2(続 き)

国名 鉄道 庁舎 住居 港湾 刑務所 計

UK 5 5 5 45

France 2 2 1 2 2 2S

Germany 3 2 2 22

Spain 1 1 5 22

Ireland 1 1 2 19

Italy 1 1 2 1 19

Nether{ands 3 1 1 1 1 16

Portugal 1 16

Hungary 1 z 15

Austria 2 1 1 11

Belgium 1 2 11

CzechRepublic 1・ 1 11

Poland 1 で 1 2 11

Denmark 2 1 2 1 10

Norway 1 1 1 10

Cyprus 2 9

Finland f 1 9

Greece 1 9

Romania 1 9

Turkey 1 9

Bulgaria 5

Sweden 1 4

Estonia 3

Malta 1 3

Slovakia 3

Slovenia 3

Latvia 1 2

Lithuania 1

Luxembourg 1

計 22 19 18 16 16

出典EIB(2004:14)

注EIBに よる各 国の 「評 価」 を筆者 がス コア化 し、 国 とセ クター につ いて評価 の高い順

に並べ替 え集計 してい る。 原表の 「評価 」記述 は下記で ある。

1… 検討 中、2… 公 募 中、3… 公 募 中 ・成約 あ り、4… 成約 多数 、5… 成約多数 ・概 ね運

転開始
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